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加 監 第 ４ ６ 号  

令和３年８月２５日

 加東市長 安 田 正 義 様 

加東市監査委員 髙 橋   優       

加東市監査委員 小 西 勝 之       

加東市監査委員 壷 井 弘 次       

令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査 

意見書 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定

により、審査に付された令和２年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並

びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査を実施した結果、下記の

とおり意見書を提出する。 

記 

第１ 審査の概要 

 １ 審査の対象 

   この健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査は、令和２年度決算に基づく

健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書

類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

 ２ 審査の期間 

   令和３年８月６日の１日間 

 ３ 審査の方法 

審査は、健全化判断比率及び資金不足比率を算定するための算定様式の記載事

項について、算定根拠資料や関係資料との照合、確認を行い、次いで、算定手順

の妥当性を判断するため、担当職員にヒアリングを実施した。 
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第２ 審査の結果 

   審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる

事項を記載した書類が適正に作成されているものと認められた。 

第３ 各比率について 

   健全化判断比率及び資金不足比率は次のとおりである。 

【健全化判断比率】                        （単位：％） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
早期健全化

基   準

財政再生

基  準

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― ― ― 13.05 20.00

連 結 実 質 赤 字 比 率 ― ― ― ― ― 18.05 30.00

実 質 公 債 費 比 率 5.1 4.7 4.7 4.7 5.1 25.0 35.0

将 来 負 担 比 率 ― ― ― ― ― 350.0

（注）１．実質赤字額、連結実質赤字額が発生していない場合は「－」で表示した。 

   ２．実質公債費比率は３か年平均である。 

   ３．将来負担比率に係る財政再生基準はない。 

   ４．将来負担比率は、将来負担額より充当可能財源等が多く算定されない場合

は「－」で表示した。 

   ５．早期健全化基準及び財政再生基準の数値は、各健全化判断比率に対する地

方公共団体の財政の健全化に関する法律等で定められた数値である。 

【資金不足比率】                         （単位：％） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
経営健全化

基   準

水 道 事 業 会 計 ― ― ― ― ― 20.0

下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― ― ― 20.0

病 院 事 業 会 計 ― ― ― ― ― 20.0

（注）１．資金不足が生じていない場合は「－」で表示した。 

   ２．経営健全化基準の数値は、資金不足比率に対する地方公共団体の財政の健

全化に関する法律等で定められた数値である。 
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（１）実質赤字比率 

令和２年度の実質赤字比率は、対象会計である一般会計において実質収支が

黒字となり、実質赤字額が生じないため、算定されない。このため、該当数値

なしを意味する―（ダッシュ）表示となっている。なお、参考として黒字額の

比率をマイナス数値で示すと△5.13％（前年度△3.81％）となっている。 

（注）実質赤字比率とは、一般会計等を対象として、実質赤字額の標準財政規

模に対する比率である。 

〇一般会計等の実質収支額               （単位：千円、△：減） 

項    目 令和元年度 令和２年度 増  減 

歳   入 一般会計 ① 19,158,383 24,967,131 5,808,748

歳   出 一般会計 ② 18,477,091 24,261,519 5,784,428

翌年度へ繰り越すべき財源 ③ 226,050 87,392 △138,658

実質収支額    ①－②－③ 455,242 618,220 162,978

〇標準財政規模                    （単位：千円、△：減） 

項    目 令和元年度 令和２年度 増  減 

標準税収入額 8,302,058 8,173,930 △128,128

普通交付税額 3,059,632 3,266,078 206,446

臨時財政対策債発行可能額 572,871 602,995 30,124

計 11,934,561 12,043,003 108,442

（注）標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入が見込まれる

経常一般財源の規模を示すものである。 

実質赤字比率（―）％ ＝
一般会計等の実質赤字額（―） 

×100 
標準財政規模 12,043,003 千円 
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（２）連結実質赤字比率 

    令和２年度の連結実質赤字比率は、連結実質赤字額が生じないため、算定さ

れない。このため該当数値なしを意味する―（ダッシュ）表示となっている。

なお、参考として黒字額の比率をマイナス数値で示すと△36.77％（前年度 

△36.14％）となっている。 

（注）連結実質赤字比率とは、一般会計のほか特別会計（公営企業会計を含

む。）を含めた全会計を対象として、実質赤字額又は資金の不足額の標準

財政規模に対する比率である。                   

〇連結実質収支額  一般会計のほか特別会計（公営企業会計を含む。）を含めた全 

会計 

（単位：千円、△：損失、減） 

会      計 
実質収支額又は資金剰余（不足）額 

令和元年度  令和２年度 増  減 

一般会計等 一般会計 455,242 618,220 162,978

一般会計等以外の

特別会計のうち公

営企業に係る特別

会計以外の会計 

国民健康保険特別会計 19,657 37,165 17,508

後期高齢者医療特別会計 14,787 15,628 841

介護保険保険事業特別会計 40,099 96,280 56,181

公 営 企 業 会 計

水道事業会計 3,058,309 2,953,325 △104,984

下水道事業会計 129,232 112,136 △17,096

病院事業会計 596,405 596,461 56

計 4,313,731 4,429,215 115,484

連結実質赤字比率（―）％ ＝
連結実質赤字額（―） 

×100 
標準財政規模 12,043,003 千円 
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（３）実質公債費比率 

令和２年度単年の実質公債費比率は 5.2％となっており、前年度と比べ 0.5 ポ

イント上昇しているものの、３か年平均の実質公債費比率は 5.1％と、早期健全

化基準 25.0％を下回っている。 

地方債発行については協議団体となる 18％未満となっており良好な状態を示

している。 

（単位：％） 

実質公債費比

率（単年度）

実 質 公 債 費 比 率 （３か年平均） 

平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

平成２６年度 5.3

5.1平成２７年度 5.4

4.7平成２８年度 4.6

4.7平成２９年度 3.9

4.7平成３０年度 5.5

5.1令和元年度 4.7

令和２年度 5.2

  （注）実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模に対する比率である。通常、３か年の平均値を使用する。 

  ◇令和２年度の実質公債費比率（単年度） 

実質公債費比率   ％ ＝
（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）

×100 
Ｅ－Ｄ  

＝
（2,162,439 千円＋1,060,901 千円）－（267,790 千円＋2,452,836 千円）

×100
12,043,003 千円－2,452,836 千円 

Ａ 地方債元利償還金  

Ｂ 準元利償還金  

Ｃ 特定財源  

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額  

Ｅ 標準財政規模  
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（４）将来負担比率 

    令和２年度の将来負担比率は、充当可能基金額、特定財源見込額及び地方債

現在高等に係る基準財政需要額算入見込額の合計額が、将来負担額を上回るた

め、比率は算定されない。このため、該当なしを意味する―（ダッシュ）表示

となっている。なお、参考として本比率をマイナス数値で示すと△92.9％とな

る。 

◇令和２年度の将来負担比率 

（注）将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政

規模に対する比率である。 

将来負担比率（―） ＝
Ａ－（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 

×100 
Ｅ－Ｆ  

＝
30,651,214 千円－(13,009,391 千円＋1,857,839 千円＋24,697,587 千円）

×100
12,043,003 千円－2,452,836 千円 

Ａ 将来負担額  

Ｂ 充当可能基金額 

Ｃ 特定財源見込額 

Ｄ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額 

Ｅ 標準財政規模 

Ｆ 元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 
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〇将来負担額                      （単位：千円、△：減） 

項      目 令和元年度 令和２年度 増  減 

一般会計等の前年度末地方債現在高 22,243,633 21,781,445 △462,188

債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0

一般会計等以外の特別会計に係る地方債

の償還に充てる一般会計等からの繰入見

込額 

8,374,194 7,638,222 △735,972

組合等の地方債の償還に係る地方公共団

体の負担等見込額 
95,126 149,658 54,532

退職手当支給予定額に係る一般会計等負

担見込額 
1,124,496 1,081,889 △42,607

市が設立法人の負債の額等に係る一般会

計等の負担見込額 
0 0 0

連結実質赤字額 0 0 0

組合等の連結実質赤字額相当額に係る一

般会計等の負担見込額 
0 0 0

計 31,837,449 30,651,214 △1,186,235
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（５）資金不足比率 

    令和２年度の３会計の資金不足比率は、３会計とも資金不足が生じていない

ため、比率は算定されない。このため該当数値なしを意味する―（ダッシュ）

表示となっている。なお、参考として黒字額の比率をマイナス数値で示すと水

道事業会計で△373.1％(前年度△273.6％）､下水道事業会計で△12.9％（前

年度△14.9％）、病院事業会計で△33.7％（前年度△31.0％）になってい

る。 

   ◇資金不足比率     

（注）資金不足比率とは、公営企業会計ごとに算定した資金の不足額のそれぞ

れの事業の規模に対する比率である。 

 水道事業会計 

 資金不足比率（―）％ 
＝

資金の不足額（―） 
×100 

事業の規模 791,584 千円 

 下水道事業会計 

 資金不足比率（―）％ 
＝

資金の不足額（―） 
×100 

事業の規模 870,540 千円 

 病院事業会計 

 資金不足比率（―）％ 
＝

資金の不足額（―） 
×100 

事業の規模 1,768,877 千円 

資金の不足額＝（流動負債＋建設改良等以外に充てた地方債現在高－流動資産）

                        －解消可能資金不足額 

事業の規模 ＝ 営業収益の額 － 受託工事収益の額  
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〇資金の不足額 

                    （単位：千円、△：減） 

区     分 令和元年度 令和２年度 増  減 

水

道

事

業

会

計

流動負債        ａ 258,909 439,272 180,363

控除企業債等      ｂ 28,308 29,185 877

控除引当金等      ｃ － － －

算入地方債       ｄ 0 0 0

流動資産        ｅ 3,288,910 3,363,412 74,502

貸倒引当金       ｆ － － －

解消可能資金不足額   ｇ 0 0 0

資金の不足額 a-b-c+d-e-f-g △3,058,309 △2,953,325 104,984

下

水

道

事

業

会

計

流動負債        ａ 1,515,435 1,615,919 100,484

控除企業債等      ｂ 1,217,787 1,248,507 30,720

控除引当金等      ｃ － － －

算入地方債       ｄ 0 0 0

流動資産        ｅ 426,880 479,548 52,668

貸倒引当金       ｆ － － －

解消可能資金不足額   ｇ 0 0 0

資金の不足額 a-b-c+d-e-f-g △129,232 △112,136 17,096

病

院

事

業

会

計

流動負債        ａ 417,226 397,411 △19,815

控除企業債等      ｂ 62,772 66,964 4,192

控除引当金等      ｃ － － －

算入地方債       ｄ 0 0 0

流動資産        ｅ 950,859 926,908 △23,951

貸倒引当金       ｆ － － －

解消可能資金不足額   ｇ 0 0 0

資金の不足額 a-b-c+d-e-f-g △596,405 △596,461 △56

（注）各年度の資金の不足額の数値は、マイナスの場合は黒字を示している。 
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第４ 結 び 

当年度の本市における健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも早期健全

化基準及び経営健全化基準を下回っており、引き続き良好な状況にある。 

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比

率を示す実質公債費比率は、単年度比率、３か年比率ともに前年度に比べ上昇し

た。 

今後予定される小中一貫校の建設等の大規模な投資的経費の増加や、交付税算

入のない起債発行の増加などが続けば、実質公債費比率及び将来負担比率に影響

を及ぼすものと見込まれる。 

新型コロナ禍において例年にない財政状況であるが、引き続き長期的展望に立

ち、各比率の動向を見極め、各世代の負担が公平となるよう、事業の選択と集中

により効率化を図ることで経費の抑制に努めながら、健全でバランスのとれた財

政運営をお願いしたい。 

≪一般会計等≫ 

 地方公共団体の会計のうち、公営事業会計（公営企業会計、収益事業会計、国民健

康保険事業会計、介護保険事業会計等）以外のものが該当し、地方財政統計で用いら

れている普通会計とほぼ同様の範囲である。本市の場合は、一般会計等は一般会計の

みとなる。 


